
事 務 連 絡  

平成３１年１月 9 日  

 

 各市町立小中学校長 様 

 

 

埼玉県教育局東部教育事務所 総務・給与担当室長  

 

 

平成３０年分非常勤講師の「給与所得の源泉徴収票」の配布について（通知） 

 

非常勤職員の「給与所得の源泉徴収票」（平成３０年１月以降）について、県費事務システムの

帳票印刷にて１月１６日（水）より配布しますので確認をお願いします。 

印刷の際はＡ４サイズ２枚が印字されますので御注意ください。 

源泉徴収票は、２枚目右側部分の「受給者交付用」のみ切り取り、非常勤講師本人に交付してく

ださい。 

また、必ず学校控えとしてコピーをとっておくようお願いします。 

  

 氏名・フリガナ・生年月日・住所について、記載内容が正しいか確認してください。誤りがあった

場合は、各学校で訂正（二重線で訂正）・交付し、教育事務所担当者に連絡をしてください。 

 また、再交付の依頼があった場合は、各学校の控えをコピーして交付してください。 

 

 

＊東部地区内で兼務校がある場合、それらを合算して１枚にまとめたものを、１校のみ（学校コ

ードが早い方）に配布しています。他地区（南部・西部・北部）勤務分がある場合は、給与支

払者である各地区の教育事務所長が源泉徴収票を別途発行します。 

＊修正・交付・再交付は配布校で行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

総務・給与担当：岡﨑 

（非常勤講師の報酬・費用弁償に関すること）  

TEL 048(737)2720,2726 



 事 務 連 絡  

平成３１年１月 9 日  

 

 各非常勤講師 様 

 

 

埼玉県教育局東部教育事務所 総務給与担当  

 

 

平成３０年分「給与所得の源泉徴収票」について 

 

このことについて、別添のとおり「給与所得の源泉徴収票」（平成３０年１月以降）を交付いたしま

す。 

 確定申告の際に必要になる場合がありますので、紛失しないように大切に保管してください。 

 （紛失した場合は配布校で再交付することになります。） 

 

 

  ＊東部地区での兼務校分は、１枚の源泉徴収票に合算して記載し、取りまとめの学校（学校 

   コードの早い方）にて交付しています。 

 

  ＊東部地区以外（南部・西部・北部）でも勤務している場合、その分の源泉徴収票は当該事務 

   所から、別途交付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

総務・給与担当：岡﨑 

（非常勤講師の報酬・費用弁償に関すること）  

TEL 048(737)2720,2726 


